
RI の使用等及び放射線発生装置の解体等に伴って発生する RI 汚染物のクリアランスレベルの算出に係る埋設処分の評価経路（案） 

平成 21 年 9 月 15 日 

 放射線規制室 
 

・漁労作業者
・遊泳者 
・河川産物摂取者 
・河川岸活動者 
・漁網取り扱い作業者 

搬 出 
・RI汚染物(放射化物) 
（電磁石、鉄遮へい、加

速管、真空ﾀﾞｸﾄ、配管、

ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾝｸﾘｰﾄの解体物

等） 
・RI汚染物 
（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、ﾌｨﾙﾀ、ｶﾞ

ﾗｽ・薄肉金属、ｺﾝｸﾘｰﾄ、

金属塊、土砂） 

跡 地 利 用 

地下水移行 井戸水利用 

建設作業 

住 居 

河川移行 河川利用 

海面埋立 

・井戸水飲用者(19)* 
・農耕作業者（灌漑水）(20,21)
・牧畜作業者（灌漑水）(22,23)
・農作物摂取者（灌漑水）(24)*
・畜産物摂取者（灌漑水）(25)*
・畜産物摂取者（飼育水）(26)*
・淡水魚摂取者（養殖水）(27)*

・塩摂取者
・漁労作業者 
・遊泳者 
・海産物摂取者 
 
・海岸活動者 
・風送塩摂取者 
・漁網取扱作業者 

・建設業者(9,10) 

・居住者(11,12)*

・農耕作業者(13,14) 
・牧畜作業者(15,16) 
・農作物摂取者(17)* 
・畜産物摂取者(18)* 

操 業

・積込み作業者(1,2) 
・運搬作業者(3,4) 
・埋立作業者(5,6) 

・H-3 飛散埋立作業者(7) 
・H-3 飛散周辺居住者(8)* 

 
埋設処分場 

※灰色枠は、「原子炉施設及び核燃料施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの
放射能濃度について」報告書において、対象物に起因して現実的に起こり得ると想定される全ての評価経路を考慮した上で、
他の経路と比較して線量が十分小さいと判断された経路であり、今回の検討においても除く評価経路を示す。 

( )内は評価経路 No.を示す；＊子どもについて評価する経路 

【クリアランス判断】
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